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マナーからルールへ。 
健康増進法が改正され、受動喫煙防止が強化されます！ 

みなさまへのご案内① 

禁煙週間に合わせ国宝彦根城をイエ
ローグリーンにライトアップします☆ 

みなさんもこれを機に、受動喫煙につ
いて一緒に考えてみませんか？ 
別紙チラシをご覧ください！！ 

  

みなさまへのご案内② 
毎月19日は「食育の日」です。 

食育を学び、「滋賀めし」を通じて
健康しがを進めましょう！ 

参加や詳細については別紙チラ
シをご覧ください！ 

  

ご担当者さまへのご案内 
喫煙と歯周病は大きな関わり 

があります！歯周病と全身疾患
の関係について無料で歯科医師
等が講演いたします！参加や詳
細は別紙チラシをご覧ください！ 
 

 喫煙は、がんや脳卒中、心筋梗塞などの病気の危険因子となり、
喫煙者本人だけでなく、周囲の人の健康にも影響を及ぼします。 
 望まない受動喫煙(他人の煙を吸うこと)のない社会を目指し、た
ばこの煙から子ども達を守りましょう！ 

喫煙できる場所、喫煙できない場所を知って、 
 

みんなで受動喫煙ゼロを目指しましょう！ 

☆「望まない受動喫煙」をなくす 
 

☆受動喫煙による健康への影響が大きい子ども、患者等に特に配慮 
 

☆施設の類型・場所ごとに対策を実施 

望まない受動喫煙をなくすために多くの人が利用するすべて

の施設において、原則屋内禁煙になります。 

改正の
ポイント 

法改正で 
どのようにかわるの？ 


